
 

 

 

 

令和６年８月２７日 

～美ら島の未来を拓く～ 

沖 縄 総 合 事 務 局 

 

人の運送をする不定期航路事業者の行政処分について 
 

令和６年８月２７日、人の運送をする不定期航路事業者に対し、海上運送

法第１９条第２項に基づき「輸送の安全の確保に関する命令」を発出したの

でお知らせ致します。 

 

記 

 

１．行政処分の年月日 

令和６年８月２７日（火） 

 

２．事業者の名称及び住所 

名称：座間味村 村長 宮里哲 

住所：座間味村座間味１０９ 

 

３．違反の概要 

令和６年５月１３日、「みつしま」が、基準経路から逸脱して航行し

岩礁に乗り上げた。また、配乗計画についても船員法に基づく必要な手

続きを行った者が確保されていなかった。その他、運航の可否判断の記

録や安全教育の実施がされていないこと、入港時等の連絡がされていな

いことが確認された。 

 

４．命令の内容 

（１）船舶所有者は、船員法第７０条に基づき、船舶の航海の安全を確保す

るための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませる

こと。  



（２）村長は、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全確保のため、船員

法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹

底について、主体的に関与し、役場全体の安全マネジメント態勢を適切

に運営すること。  

（３）安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船員法をはじめ、

関係法令の遵守と安全最優先の原則を船舶・観光課内部へ徹底するとと

もに、安全管理規程の遵守を確実にすること。  

（４）運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航の管理及

び輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を

確実にしてその実施を図ること。また、船舶の運航全般に関し、船長と

協力して輸送の安全を図ること。  

（５）安全統括管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、安全管理規程の

内容に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、規程の変更を発議し、

村長は、船舶・観光課の責任者の意見を参考として、規程の変更を決定

すること。 

（６）運航管理者は、安全管理規程第２３条に基づき、配乗計画の作成にあ

たって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保したうえで運航を

行うこと。  

（７）運航管理者及び船長は、安全管理規程第２９条及び運航基準第４条の

２に基づき、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の

措置及び協議の結果等について航海日誌に記録すること。  

（８）船長は、安全管理規程第３１条、運航基準第１１条及び第１２条に基

づき、基準経路上の定められた地点に達したときに、運航管理者に通常

連絡及び入港連絡を行うこと。 

（９）船長は、安全管理規程第３２条及び運航基準第７条に基づき、緊急の

場合を除き運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと 

（10）運航管理者及び船長は、安全管理規程第３７条、作業基準第１７条及

び第１８条に基づき、遵守事項を乗船待ちの旅客に対して掲示等により

周知するとともに、旅客が乗船している間、適宜の時間に放送等により



 

周知すること。 

（11）安全統括管理者は、安全管理規程第３８条に基づき、アルコール検知

器を用いたアルコール検査体制を構築すること。 

（12）船長は、安全管理規程第４３条及び事故処理基準第４条に基づき、事

故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官

署等に連絡すること。 

（13）安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第５０条及び地震防災

対策基準第１８条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令

その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項及び地震防災

に関して、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施すること。 

（14）安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第５２条に基づき、年

１回以上、事故処理に関する訓練を計画し実施すること。 

（15）安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第５４条に基づき、年

１回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、

安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を実施すること。 

（16）安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第５５条、運航基準第

８条及び事故処理基準第４条に基づき、船舶に安全管理規程（運航基準

図及び非常連絡表を含む）、医療機関連絡表及び操縦性能表を備え付け

ること 

 

５．当該事業者に対する違反点数付与状況 

当該警告により付された違反点数 ４６点 

当該事業者に付された累積違反点数 ４６点 

 

 

 

【問い合わせ先】 

沖縄総合事務局運輸部運航労務監理官 普天間・平良 

TEL:098-866-1839  FAX:098-860-2236 

tel:098-866-1839

